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消費者教育におけるネットリテラシー 
 

―消費者市民社会の形成に求められるもの― 

環境調査部 主任研究員 小黒 由貴子 

 [要約] 

 消費者市民社会とは、消費生活が経済社会に大きな影響を与えることを消費者が自覚し

て、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会である。 

 高度情報化の進展でネットを利用した取引が大きく増加しており、以前にも増してネッ

トリテラシー・ネットモラルの向上が求められている。 

 マルチステークホルダーで構成される消費者教育推進会議には、ネットの領域横断とい

う性質と、成人層への教育機会提供という点に配慮した、「消費者被害の防止」と「消

費者の自立支援」のための取り組みを期待する。 

 

最近のネット関連の消費者トラブルでは、利用者自身が被害者になると共に加害者になると

いう側面を持つものがあり、以前にも増してネットリテラシー・ネットモラルの向上が求めら

れている。技術的な側面ばかり注目されがちなネット利用ではあるが、経済社会生活の一部で

あることに変わりはない。2012 年 12 月に施行された「消費者教育の推進に関する法律」（以下、

推進法）では、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を「消費者市民社会」

としている。推進法の目的は、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、国民の消費生活の安

定及び向上に寄与することである。消費者教育は消費者市民社会を形成するための重要な活動

であることから、消費者教育におけるネットリテラシー・ネットモラル問題の位置付けを探っ

てみる。 

 

１．消費者市民社会―消費者の権利と責任― 

2013 年 6 月 28 日に「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定された 1。推進法

第９条に基づいて、「誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育

を受けることができる機会を提供する」ための方針である。推進法は「消費者被害の防止」と

「消費者の自立支援」の実現のためには消費者教育が重要であるという認識のもと、基本理念を

                                 
1 消費者庁 消費生活情報 「消費者教育の推進に関する基本的な方針（基本方針）」 
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「実践的能力の育成」と「主体的に消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与できるよう支援

する」ことなどとしている。 

 

（１）消費者市民社会 

1960 年代から消費者教育の重要性は指摘されていた 2。1968 年に制定された「消費者保護基

本法」では消費者教育に関して、商品などに関する情報提供、生活設計に関する知識の普及な

どと共に「消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずる」ものとした。その後、2003

年に国民生活審議会消費者政策部会が発表した「21 世紀型消費者政策の在り方について」では、

時代と共に消費者の位置付けや政策手法が変化しており、消費者政策も、この変化を踏まえて

「保護から自立へ」転換することを基本として推進すべきとした。2004 年には消費者保護基本法

が「消費者基本法」と変更され、被害防止などの「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の

支援」などを基本理念とした。また、情報や教育機会を提供されることを消費者の権利と位置

づけると共に、消費者が自主的・合理的に行動するよう努めることも求めた。 

消費者教育が本格的に学校教育に導入され充実が図られたのは1989年の学習指導要領改定以

降である。ただし、2008 年の「国民生活選好度調査 2」によると、消費者教育を受けたとする割

合は全体で約 11％、消費者教育が学校教育に導入された 10 代や 20 代でも、それぞれ約 45％、

約 25％と、浸透しているとは言い難いのが実情である。近年は、高齢者やネットを利用した取

引の増加など消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に伴って、消費者トラブルの多様なリスク

が高まっている。 

一方、地球温暖化や資源・エネルギー不足、大量生産・大量消費で発生する大量の廃棄物、

途上国の安価な労働力の利用など、国を超えたさまざまな課題が拡大している。このため環境

や人権に配慮した商品・サービスの購入など、消費者として環境問題や社会問題に配慮するこ

とで将来世代に悪影響を及ぼさない「持続可能な消費」という概念も出てきた。 

また、北欧を中心とした欧米では「消費者市民社会」という概念が議論されてきた。これは、

消費者を単なるサービスの受け手として捉えるのではなく、社会全体のことを考えて生活し、

よりよい社会の発展と改善に積極的に参加する社会を指す。推進法の中では消費者市民社会を

「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に

関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし

得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と

定義している。 

 

（２）消費者の権利と責任 

消費者基本法の基本理念には「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」がある。後

                                 
2 内閣府 「平成 20 年度版 国民生活白書」 
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者は、消費者が担うべき責任への支援と言い換えることができよう。消費者の権利という概念

は、1962 年のケネディ米大統領の「消費者の利益の保護に関する連邦議会への特別教書」で提

示された４つの権利（安全への権利、情報を与えられる権利、選択をする権利、意見を聴かれ

る権利）に由来するといわれている 3。1982 年には消費者団体の国際的組織である CI（Consumer 

International：国際消費者機構）が、８つの権利と５つの責任を提唱した。消費者の責任に挙

げられている項目は、消費者市民社会の概念に通じるものがある。 

［消費者の権利：Basic Consumer Rights］ 

①生活のニーズが保障される権利 

②安全への権利 

③情報を与えられる権利 

④選択をする権利 

⑤意見を聴かれる権利 

⑥補償を受ける権利 

⑦消費者教育を受ける権利 

⑧健全な環境の中で働き生活する権利 

［消費者の責任：Consumer Responsibilities］ 

①批判的意識を持つ責任 

②主張し行動する責任 

③社会的弱者への配慮責任 

④環境への配慮責任 

⑤連帯する責任 

（出所）消費者庁 「消費者問題及び消費者政策に関する報告（2009～2011 年度）」 

 

２．ネット関連の消費者問題 

「平成 25 年版消費者白書」（平成 24 年度 消費者政策の実施の状況）によると、高度情報化

の進展によりネットを利用した取引が大きく増加しており、対象が商品ばかりでなく多様なサ

ービスに広がっていることがわかる（図表１）。 

全国の消費生活センターに寄せられる消費生活相談情報は、2009 年度以降、電子商取引に関

する相談が大きく増加しており、相談全体の約２割を占めているという。2012 年度は SNS とオ

ンラインゲームに関する相談数が大きく増加し、アダルト情報サイトや出会い系サイトに関す

る相談数は減少しているものの、出会い系サイトの平均既支払額は 2009 年度の 21.2 万円から

2012 年度の 45.0 万円へと高額化している。日々の報道には、利用するサービスやアプリによっ

て、登録（入力）した情報が、どのように利用されるかを理解していない、あるいは意識して

いなかった結果、公開するつもりのない情報を公開してしまっていた事例も多くみられる。 

                                 
3 消費者庁 「消費者問題及び消費者政策に関する報告（2009～2011 年度）」 

http://www.caa.go.jp/adjustments/index_b.html
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http://www.caa.go.jp/adjustments/index_b.html
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一方、マルチ商法、ネットオークション、ブログなどで商品やサービスを勧める、などの行

為で、他人に金銭的な被害を与えてしまう、つまり加害者になってしまう場合があることも指

摘されている。 

大阪府と滋賀県の中学生を対象とした別の調査 4では、誰それはカンニングしたなどの名誉毀

損罪や不正アクセス禁止法違反（他人の ID とパスワードを使って、他人のソーシャルメディア

にアクセスする、など）を 1 割前後の中学生が経験しているという結果が出た。また、関西の

高校生に対しての調査では、犯罪であることを伏せて不正アクセス禁止法違反で書類送検・逮

捕された事例を紹介し、犯罪の可能性があると思うか聞いたところ、「ある」としたのは 10.1％

にすぎなかったとのことで、中高生などの若者には犯罪の可能性のある行為という認識がない

としている。 

図表１ インターネットを使った購入・取引の経験（N＝2,314）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）消費者庁 「平成 25 年版消費者白書」（平成 24 年度 消費者政策の実施の状況）の中の国民生活センター「第 40

回国民生活動向調査」（2012 年度） 

 

３．消費者市民社会の形成 

前述したように推進法の基本理念には、「実践的能力の育成」と「主体的に消費者市民社会

の形成に参画し、発展に寄与できるよう支援する」ことがある。人材育成・スキル形成という

面からみると、前者は「（被害者にも加害者にもならないような）中度人材の育成」で、後者

は「（社会形成に参画できる）高度人材の育成」となろう。 

 

 

                                 
4 ITpro 「スマホ少女の憂鬱、スマホ少年の暴走〜今、10 代が危ない」 2013/06/25 「第 4回 知らぬ間に

「加害者」に、未成熟なネット規範〜スマホ・チルドレンの実情（下）」 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国内のサイトで商品・サービスを購入

旅行、宿泊などの予約・申込み

デジタルコンテンツ（音楽、書籍、新聞、映像など）の購入

ネットオークションで売買

ネットスーパーで日常の食料品や生活用品を購入

オンラインゲームの利用やアイテムの購入

株や保険契約など金融・保険商品の売買

海外のサイトで商品・サービスを購入

共同購入型クーポンサイトで割引クーポンを購入

成人向け情報サイトの利用

各種講座や語学レッスンなどを受講

その他

インターネットでの購入・取引はしていない

無回答

購入・取引経験あり（計）

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130607/483361/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130607/483361/
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（１）消費者教育の体系イメージマップ 

推進法で設置された消費者教育推進会議（以下、推進会議）は、消費者、事業者、教育関係

者、消費者団体、事業者団体、学識経験者など、いわゆるマルチステークホルダーで構成され

ており、多様な組織を連携させることを目的の一つとしている。消費者教育を体系的に進める

ために推進会議が設定した具体的な目標と課題をもとに、「消費者教育推進のための体系的プ

ログラム研究会」が、対象領域ごとの具体的目標とライフステージの分類を示した「消費者教

育の体系イメージマップ」（以下、イメージマップ）を作成した（図表２）。当研究会ではイ

メージマップ作成にあたり、多様な担い手が消費者教育の共通認識を持つための道具となるこ

と、消費者側からみると消費者としての力の段階的な発展の目安を示すものとなることを目指

したとしている。 

イメージマップは、消費者教育の重点領域を縦軸に、幼児期から高齢期までのライフステー

ジの各時期を横軸に配置したマトリクス状で、各欄には教育内容（学習目標）が書かれている。 

「消費者教育の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～」という活用手引書

には、展開モデルが例示されており、実際に学校などでプログラムを考える場合の参考になろ

う。 

図表２ 消費者教育の体系イメージマップ 

（出所）消費者庁 消費生活情報 「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会の報告（平成 25 年１月 22 日）」 
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（２）ネットは領域横断 

ただし、イメージマップ活用においては、注意すべき点が２つあると考えられる。一つ目は、

ネットは領域横断の性質を持っていることである。 

イメージマップの重点領域において、ネットリテラシー・ネットモラルにあたるのは「情報

とメディア」であろう。ただし、ここにはネット以外の情報（メディア、書籍、チラシ、口コ

ミなど）も含まれると考えられる。また、他の領域でもネットが関わる部分は多く、横断的な

性質を持つことに注意が必要であろう。ネットというと、どうしても技術的なことに注目しが

ちだが、普通の生活の一部であることを忘れてはならないだろう。 

文部科学省の「教育の情報化に関する手引」（平成 22 年 10 月 29 日）でも、情報モラルは「日

常生活におけるモラル（日常モラル）」を前提とした「不易の部分」への指導と、ネットワー

クを介するという「変化への対応」の両方が求められるとしている。 

 

（３）抜け落ちる成人層 

二つ目は、成人層、特に社会に出ている親世代の層への対応である。 

幼児期は家庭、幼児期から成人期の若者までは家庭と学校、成人期の高齢者は自治体のシニ

ア教室などが、教育の機会を提供すると考えられる。しかし、成人期の若者でも社会に出て働

いている層や成人一般にあたる層は、現実には教育を受ける機会も場所も少ない。この世代が

教育を受けられないと、家庭で子の世代に教育を提供できないことから、「負の再生産」にな

る恐れがある。 

総務省の「ICT 利活用社会における安心・安全等に関する調査研究報告書」（平成 23 年 3 月

25 日）によると、「親の情報活用能力が高いほど、子どもの情報活用能力も高くなる傾向が見

て取れる。同様の傾向が、親と子どもの間の安全性理解の関係についても見られる」としてい

る（図表３）。親世代のネットリテラシーが子ども世代に影響する可能性を示しているといえ

よう。 

図表３ 情報活用能力と安全性理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親の情報活用能力と子どもの情報活用能力

6.8

1.0

0.0

18.2

25.2

16.0

75.0

73.8

84.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報活用能力高
(N=44)親

情報活用能力中
(N=103)親

情報活用能力低
(N=25)親

情報活用能力高 子ども 情報活用能力中 子ども 情報活用能力低 子ども

親の安全性理解と子どもの安全性理解

32.7

20.8

67.3

79.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理解している
(N=199)親

理解していない
(N=48)親

理解している 子ども 理解していない 子ども

（出所）総務省「ICT 利活用社会における安心・安全等に関する調査研究報告書」（平成 23 年 3月 25 日） 

 

親自身もネットリテラシーについては不安に感じていると思われるデータが、内閣府の「平

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/link/link03_h23.html
http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h24/net-jittai/pdf-index.html
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成 24 年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」に見られる。親世代と子どものどちら

がインターネットに詳しいかという設問では、小中高と学校種が上がるほど、子どもの方が詳

しいという回答が多くなっている（図表４）。学校種が上がるほど、接する機器の種類やサー

ビスが増えたり、多様な情報に出会う機会が多くなったりすることが予想されるため、親世代

がこうした変化についていけないことが背景にあると思われる。 

図表４ 保護者と子どもでは、どちらがインターネットに詳しいか（学校種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）内閣府 「平成 24 年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」 

 

ネットモラルについても、2008 年と古いデータではあるが、興味深い結果 5が出ている。自

分の携帯電話の使い方を親が知っていると思う中高生の方が、「知らない人からの電話に出な

い」、「禁止されている場所では電源を切る」、「夜遅い時間には友だちにメールを送らない」

などのモラル・マナーを気にかけた使い方をしている（図表５）。親世代の関心や考え方が、

子ども世代のモラルに影響することが考えられる。 

図表５ 携帯電話の利用で気にしていること（中・高校生／携帯電話の使い方についての親の認

知別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）「あなたは携帯電話を持っていますか」の設問に「自分専用の携帯電話を持っている」「家族と一緒に使う携帯電話

を持っている」と回答した人のみ対象。 

（注 2）「とても気にしている」＋「まあ気にしている」の％。 

（注 3）「知っていると思う」は、携帯電話の使い方についての親の認知の設問で、「よく知っていると思う」「まあ知って

いると思う」と回答した人。「知らないと思う」は、「あまり知らないと思う」「まったく知らないと思う」と回答した人。 

（注 4）この設問は、中・高校生のみにたずねた。 

（注 5）（ ）内はサンプル数。 

（出所）ベネッセ教育総合研究所 「子どもの ICT 利用実態調査」 2008 年 

                                 
5 ベネッセ教育総合研究所 「子どもの ICT 利用実態調査」 2008 年 

62.3%

34.2%

15.9%

9.9%

8.3%

4.1%

12.1%

16.8%

9.3%

6.5%

19.0%

29.1%

5.3%

20.2%

40.7%

1.5%

1.0%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生の保護者

中学生の保護者

高校生の保護者

自分の方が
詳しい

どちらかというと
自分の方が詳しい

ほぼ同じくらい どちらかというと
子どもの方が詳しい

子どもの方が
詳しい

わからない

知っていると思う 知らないと思う 知っていると思う 知らないと思う

（1,218） （341） （2,318） （1,188）
知らない⼈からの電話に出ない 80.8% 68.1% 80.0% 71.2%
禁⽌されている場所では電源を切る 79.7% 66.8% 78.0% 63.3%
携帯電話を使いすぎない 78.2% 59.8% 76.4% 60.1%
夜遅い時間には友だちにメールを送らない 70.4% 53.3% 69.6% 56.4%
⾃転⾞に乗るときは使わない 67.3% 46.4% 66.7% 50.5%
勉強中は使わない 65.3% 50.7% 65.4% 50.8%
友だちといるときは携帯電話に出ない 33.0% 22.9% 38.0% 28.3%

中学⽣ ⾼校⽣
（％）

http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h24/net-jittai/pdf-index.html
http://benesse.jp/berd/center/open/report/ict_riyou/hon/index.html
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（４）消費者教育推進会議への期待 

この２つの注意点の対応には、消費者庁と教育機関との連携がポイントになると思われる。

前述した文部科学省の「教育の情報化に関する手引」でも、いわゆる「情報」の授業だけでな

く、国語や社会で情報発信のあり方、図画工作・音楽や理科で著作権などの知的財産権、家庭

科でネットショッピングなどを取上げることを指導例として挙げている。 

親世代のネットリテラシー・ネットモラル向上については、「親子教室」や入学式などの学

校行事の中で、親子で取り組めるものがあると、親子双方の理解と協力が促進されるものと思

われる。 

親子双方の理解と協力の促進については、ネット利用と同様、法律はあるものの、その内容

があまり知られておらず、マナーなども経験によって習得することが多い自転車について興味

深い報告がある。内閣府の「平成 22 年度自転車交通の総合的な安全性向上策に関する調査報告

書」（2011 年 3 月）によると、欧州では「交通ルール、乗車技術の習得には、未就学期や小学

生期において両親が大きな役割を果たしている」としている。親世代の主体的な参画を促すた

めに、他の親に働きかけを行うリーダーを学校ごとに設置、リーダー同士の知識共有のために

会合を持つ、などのオランダの事例も紹介されている。 

なお、すでに現在の教育現場の負担感は大きいことと、「消費者市民社会」は、学校で教え

るだけではない「生活そのもの」であることから、多様な担い手による活動が望ましい。この

点で、推進会議がマルチステークホルダーで構成されていることの意義は大きく、今後の取り

組みに期待する。 

以上 

 

http://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h22/houkoku.html
http://www8.cao.go.jp/koutu/chou-ken/h22/houkoku.html

